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事後交付型株式報酬の付与及び発行登録書提出に関するお知らせ 

 

 

当社は、2020 年度に導入した事後交付型株式報酬である譲渡制限付株式ユニット

（以下、「RSU」という。）制度（以下、「本制度」という。）に基づき、当社及び当

社グループの役職員に対する 2024 年度 RSU の付与を決定いたしましたので、下記のと

おり、その詳細をお知らせいたします。 

 

記 

 

1．本制度の概要 

本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及

び一部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役（社外取締役を除く。）（以下、

総称して「対象者」という。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有

し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象

者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的としております。 

（１）RSU の概要 

当社は、対象者に対し、当社が定める期間（以下、「対象期間」という。）中

の勤務継続等を条件に、対象者毎に予め定める数の当社普通株式(以下、「本交付

株式」という。)に相当する RSU を付与します。この RSU を付与後 3 事業年度に亘

り 3 分の 1 ずつ権利確定させ、本交付株式を支給します。なお、本制度に基づき

対象者に支給する当社普通株式は、現在当社が保有する自己株式を充当いたしま

す。 



（２）RSU の総数 

対象者には、合計して最大 461 万株に相当する RSU を付与します。なお、当社

の執行役に付与する RSU は、そのうち約 58 万株に相当します。 

（３）RSU の仕組み 

① 対象期間 

対象期間は３年間とします。 

② RSU 数の決定 

当社普通株式を割り当てるために対象者へ支給する RSU は、対象者の基

本給や役位に基づき算出し、当社の執行役については当社報酬委員会、そ

の他の対象者については当社最高経営責任者（以下、当社報酬委員会及び

最高経営責任者を総称して、「RSU 決定権限者」という。）にて決定しま

す。 

③ 当社普通株式の割当て 

対象期間に権利確定する RSU に対して割り当てる当社普通株式の数を、

RSU 決定権限者の決定により決定します。 

（４）対象者に対する当社普通株式の支給要件等 

対象期間が満了し、以下の要件を満たした場合は、対象者に対して当社普通株式

を支給します。 

① 対象期間中に対象者が継続して当社又は当社グループ会社の役員又は従業員

の地位にあったこと 

② 本制度規程で定める一定の非違行為がなかったこと 

③ その他本制度の趣旨を達成するために必要なものとして本制度規程で定める

要件を充足すること 

 

（５）マルス(減額・没収）・クローバック(返還)ポリシー 

当社は本制度に対して、欧米における役員報酬では一般的であるマルス・クロー

バックポリシーを、当社のコーポレートガバナンス改善の一環として導入いたしま

す。本ポリシーに基づき、対象者に重大な不正・違法行為等があった場合には、当

社は当社普通株式の割当てを受ける権利の剥奪や割当て済みの当社普通株式の返

還請求を実施する事ができます。本ポリシーは、本制度規程に明記した上で対象者

にも周知し、実施いたします。 

 

2．本制度に基づく自己株式の処分に係る発行登録 

当社は、本日付で、本制度に基づく自己株式の処分に係る発行登録書を提出しまし

た。その概要は下表のとおりです。 



（１） 募集有価証券の種類 株式 

（２） 発行予定期間 

発行登録の効力発生予定日から２年を経過する

日まで 

（2024 年７月４日～2026 年７月３日） 

（３） 発行予定額 2,500,000,000 円 

（４） 資金使途  

対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財

産として、当社普通株式を対象者に割り当てる

方法によるものとするため、手取金はありませ

ん。 

 

以上 

この文書は、いかなる証券についての一切の投資勧誘またはそれに類似する行為も構成するものではあり

ません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内

において証券の募集または販売を行うことはできません。本件においては米国における証券の公募は行わ

れません。 

 


